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プール運営団体認定規則 

 （目的） 

第１条 プール運営団体認定制度（以下「運営認定制度」という。）は、公益社団法人 日本プールア

メニティ協会（以下「協会」という。）が遊泳用プールの施設運営団体に一定の基準を定め、そ

の基準に適合する事業者に対して認定（以下「認定団体」という。）を行い、プール運営認定

証（以下「運営認定証」という。）を交付することにより、わが国の遊泳用プールの衛生水準、

安全性およびアメニティの向上を図り、その健全な発展に寄与することを目的とする。 

 （趣旨） 

第２条 平成１５年度に施行された指定管理者制度により、それまで地方公共団体や外郭団体に限定し

ていた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グ

ループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができるようになった。この制度により施

設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上や、管理運営経費の削減により、施設

を所有する地方公共団体の負担の軽減を図ることができる。 

しかしながら、「適切な管理者が見当たらない」などの理由で、この制度を取り入れることをためらう

自治体もある。そうした中で、プール施設の管理・運営者の選定についての指針となる公正な基

準を規定し、専門的な技能・知識・組織を持った運営団体を認定し、利用者が安全性のより高い、

衛生的でアメニティなプール施設を安心して利用できることを目指した制度である。 

（認定の基準） 

第３条 認定は、プール施設の運営をする事業者（以下「運営団体」という。）が提出した申請書が別に定

めるプール施設運営基準（以下｢運営基準｣という。）に適合している場合、認定する。 

2 認定は申請書類の審査および実地調査を行う 

3 認定後、申請書類の内容に重大な変更をした場合は、別に定めるところにより、届け出なければ

ならない。 

（審査機関） 

第４条 審査機関として、企画・コンプライアンス委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員は理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。 

３ 委員長は委員の互選による。 

４ 委員会はこの認定規則及び認定基準に基づき審査及び検証を行う。 

（申請） 

第５条 運営団体がプール施設運営認定の申請をするときは、プール運営団体認定申請書（様式第 1

号）に別に定める書類を添付し、別表－１に定める申請手数料（実地調査にかかわる費用を含

む）を協会に納付しなければならない。 
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 （申請資格） 

第６条 認定を受けようとする者は、次の各号に該当しなければならない。 

2 事業経歴及び経営状態が正常かつ良好であること。 

3 原則として、２年以上の事業実績を有し、今後も継続してプール施設の管理・運営が可能なこと。 

4 認定団体の取消しを受けた団体は、取消し後 2 年以上経過していること。 

5 本事業以外の事業を営む場合は、本事業の社会的信用を損なうものでないこと。 

6 反社会的団体に所属または関係する役員がいないこと。 

 

 （審査） 

第７条 委員会は、申請された書類を審査し運営基準に適合するか否かを判定する。 

2 審査は、書類審査と実地調査を行う。 

3 委員長は、前項の審査結果を理事会に報告する。 

 

 （認定） 

第８条 代表理事は理事会の報告に基づき、申請団体を認定する。 

2 認定日は、理事会が認めた日とする。 

3 認定期間は認定の日より、３年間とする。ただし、最初の認定期間の終了は３年を経過した後の３

月末日とする。 

4 会長は運営団体を認定したときは、当該団体に対して運営認定証を交付する。 

5 運営認定証を交付された認定団体は、別表－１に定める認定料を協会に納付しなければならな

い。 

 

 （認定の更新） 

第９条 認定団体がプール施設運営認定の更新を申請するときは、プール運営認定（再）申請書（様式第

2 号）に別に定める書類を添付し、別表－１に定める申請手数料を、協会に納付しなければならな

い。 

 

 （認定証） 

第１０条 認定団体は、運営認定証を表示することができる。 

２ 認定団体は、認定を受けていない団体に、運営認定証を貸与してはならない。 

３ 認定団体は、認定の取消しを受けたときは、運営認定証を返却しなければならない。 

 

 （認定団体の責務） 

第１１条 認定団体は、常に保健所と緊密に連携し、遊泳用プールの安全・衛生及びアメニティの向上のた

め、努めなければならない。 
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 （届出） 

第１２条 認定団体は、次の事実が発生したときはその日から３０日以内に、協会へ届けなければならない。 

（１） 事業の廃止 

（２） 監督官庁から営業の停止処分を受けた時 

（３） 事業内容の変更 

（４） 団体名及び所在地の変更 

（５） 代表者、担当者の変更 

 

 （検証調査） 

第１３条 第１２条に定める事実が生じたとき、認定基準に違反するなどの疑いがあるにもかかわらず、変更

届が出されていない場合、理事会は当該認定団体の同意を得て、委員会に検証調査を依頼す

る。 

2 当該検証調査のために必要となる費用は、認定団体の負担とする。 

 

 （調査協力及び報告義務） 

第１４条 認定団体は、次の各号について遵守しなければならない。 

（１） 書類審査及び実地調査のほか、理事会が特に必要と認めて実施する検証調査や資料の提

出について、協力すること。 

（２） プール利用者などからプール認定に起因する損害賠償を請求されたとき、又はその他重大

な事故が発生したときは、直ちにその内容と結果を報告すること。 

（３） 監督官庁から指導・指摘を受けたときは、直ちにその内容と改善結果を報告すること。 

 

 （取消） 

第１５条 認定団体が、第３条に規定する認定基準の要件を欠く場合、又は認定団体が第１４条及に規定

する調査協力及び報告義務を怠り、或いは認定の実施に支障を及ぼす行為をした場合は、理事

会は委員会に調査を依頼する。その調査結果に基づく改善勧告に従わず、改善が認められない

場合は認定の取消をする。 

 

 （苦情の処理） 

第１６条 協会は、認定団体に関する、施設管理（所有）者・施設利用者もしくは第３者からの苦情に対し

て、厳正かつ公正に対応しなければならない。 

 

 損害賠償 

第１７条 認定団体は、運営認定を起因とする各種の損害賠償に対処するため、損害賠償保険に加入しな

ければならない。 
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（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、運営認定の対象となる運営団体に関して必要な事項は理事会が

委員会に諮問し、別に定めるところによる。 

2 認定団体はその認定が取り消された場合、またはその事業を廃止した場合は、すみやかに運営

認定証を返却すること。 

3 この認定の対象となる運営認定基準については、社会的環境の変化等を踏まえ、適宜改定を行

う。 

附則 １．この規則は、平成２２年１月 1 日から適用する。 

２．理事会は、必要に応じ別に定める経過措置を講ずることができる。 

附則 この規則は、平成２８年０３月１８日から適用する。 

この規則は、令和７年８月１日から施行する。 
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別表－１ 

プール運営認定申請等の諸費用 

番 号 項 目 金 額 備 考 

1 申 請 料 50,000 円 
実地調査にかかわる費用を含む 

初回のみ 

2 認 定 料 30,000 円 初回のみ 

3 更 新 料 30,000 円 更新時（４年毎） 

4 
認 定 証 

再 発 行 
5,000 円 送料共 

5 検証調査費 実費 認定基準に違反する疑いがあり、理事会が必要と認めた時 


